
 

他人事じゃない！ 
「物流の2024年問題」と荷主にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

トラックドライバーへの残業規制適用 

「物流の 2024年問題」 

大企業では 2019 年から、中小企業では 2020 年

から適用されている「時間外労働の上限規制」ですが、

適用が猶予されている業種がありました。そのうちの 1

つがトラックドライバーです。 

その猶予期限も、2024 年 3 月末まで。2024 年 4

月1日からトラックドライバーへの残業規制の適用が始

まり、時間外労働の上限が年 960時間となります。この

まま対策を講じなければ、2024年にはトラックドライバー

14万人相当の輸送能力が不足するとされています。 

そこで物流業界では、物流網の安定に向けたドライ

バー確保のため、労働時間の短縮や労働環境の改善

に向けた取り組みを検討しています。 

例えば、①長距離輸送について、2 人で乗務して交

代で運転する②倉庫などを利用して貨物を一度集約し、

ドライバーの移動距離を短くする③高速道路・有料道

路の活用を増やす④賃金水準の向上、休憩・休日の確

保――などの対応が考えられます。 

運送業以外の 

事業者の対応ポイント 

物流業界のこれらの取り組みは、裏を返せば、荷主と

なる企業にとっては運賃の値上げや、輸送にかかる日

数の増加などの形で影響を受け、「今まで通りの配達・

輸送」が難しくなることを意味します。 

「物流の 2024 年問題」はさまざまな事業者が影響

を受ける出来事であり、「自分事」と捉えて対応策を検

討する必要があります。 

◆ 顧客に運賃改定による値上げの合意を得る 

運賃の上昇分を全て自社で吸収すると、大きな負担

になります。そのため、顧客に価格転嫁する必要が出て

きます。 

改正貨物自動車運送事業法に基づく「標準的な運

賃」が告示されていますので、そちらも参考に、運賃改

定に伴う価格の上昇について顧客から理解を得るよう

にしましょう。 

コストと輸送日数の増加を見据え 

荷主側も協力体制を整えよう 

次のような例を参考にして、自社で協力可能なことが

ないか検討してみましょう。 

◆ 業務をお願いする際の協力 

短納期または急な配達・集荷依頼や、再配達等の複

数回にわたる依頼は、できる限り避けましょう。手荷役

（荷物の積み下ろし作業）等も、荷主側の協力体制を

整えましょう。  
⦿ トラック予約システムの利用 

⦿ 発送スケジュールの前倒し 

⦿ 鉄道輸送や海上輸送への転換 

⦿ パレットの利用による手荷役作業の削減 

⦿ 不要な翌日便の廃止 

⦿ 置き配や着日指定の利用 
 

◆ 自社の職場改善 

自社の職場改善で荷待ち・荷役時間を短縮すること

も必要になります。政府発表資料「物流革新に向けた

政策パッケージ」（令和５年 6 月 2 日公表）によれば、

荷待ち・荷役時間が平均 4 分短くなると、トラックドライ

バー1万人分の輸送能力を補うことができるとされてい

ます。  
⦿ 5Sの推進や動線の見直し等による荷揃え作業の効率化 

⦿ 搬入先となる倉庫等の整理整頓による荷おろし作業の 

効率化 
  

なお、厚生労働省からは「荷主のための物流改善パ

ンフレット 運送事業者の事業環境改善に向けて」等が

公表されています。対応策を検討する際の参考としてく

ださい。 
出典：TKC事務所通信 

 

2023 年 11 月 第 367 号 

中 期 経 営 計 画 教 室 のご案 内  

■ 今月の開催日時 ： 令和 5年 11月 16日（木） 10：00～17：00   

※ 毎月第三木曜日開催       

■ 会  場 ： ベイヒルズ税理士法人 セミナー室  

■ 参加費 ： 弊社顧問先様 1日 30,000 円     

一般の方      1日 50,000円  

※ 詳細のお問い合わせ、お申し込みは、045-450-6701 

（担当MAS課）までご連絡ください。 


